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　民生費 ＜新規事業＞

款 ４ 項 ２ 目 １ 細目 09 説明 01

【施策等を必要とする背景】
　　令和７年１１月２１日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、
　物価高の長期化による影響が特に大きい子育て世帯を支援し、子どもたちの健やかな成長を応
　援するため、０歳から１８歳（高校生年代）までの子ども１人あたり２万円の「物価高対応子
　育て応援手当」（以下「子育て応援手当」という。）を支給すると示された。
　　また、令和７年１１月２８日のこども家庭庁の令和７年度補正予算案において、子育て応援
　手当の事業概要が示され、児童手当受給者の住所地市町村が実施主体とされたため、児童手当
　受給者に対し、子育て応援手当を支給する。

【補正事業概要】
　　０歳から１８歳（高校生年代）までの子ども１人あたり２万円の子育て応援手当を支給する。
　　併せて、年度内の完了が見込めないことから、繰越明許費の設定を行う。

１．子育て応援手当【繰越明許費】 千円

２．委託料【繰越明許費】 千円
　　通知書印刷・発送及び申請書受付等に要する経費

３．その他事務経費【繰越明許費】 千円

7,000人

150人

　ア　令和７年９月３０日時点で、所属庁の児童手当の支給対
      象となっている児童（公務員）

　イ　令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までに生ま
      れた、所属庁の児童手当の支給対象となっている児童
     （公務員）

（２）申請型支給

特定財源の内訳 （国庫支出金） 物価高対応子育て応援手当補助金 1,477,700

対象児童 対象児童数

1,430,000

（１）プッシュ型支給（申請不要）

63,000人

1,350人

　ア　令和７年９月３０日時点で、本市の児童手当の支給対象
      となっている児童（公務員を除く）

　イ　令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までに生ま
      れた、本市の児童手当の支給対象となっている児童
     （公務員を除く）

補正後の額 1,477,700 1,477,700
補正額 1,477,700 1,477,700

区　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

0 0

事　業　名 （新）子育て応援手当事業費

41,324

6,376

予算科目 子育て給付課

合　計 71,500人

指針体系コード
まちづくりテーマ

重点施策名

一般財源

補正前の額

事業費及び財源内訳欄の単位は千円 - 1 -


